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地域振興券配布事業

　 エネルギー・ 食料品価格等の物価高騰の影響を 受けた生活者や事業者に対し 、 地域における 消費を 喚起・ 下支え

するため、 全村民を 対象に「 地域振興券」と「 おこ めギフ ト 券」 を 配布し ます。

　 令和8 年1 月1 日（ 基準日） 時点で村の住民基本台帳に記載さ れている 人が対象で、 3 月中旬よ り 世帯全員分を 世

帯主宛に発送予定です。

村民1 人当たり 1 冊 1 2 ,0 0 0 円分

（ 1 枚1 ,0 0 0 円分の1 2 枚綴り ）

利用期間： 令和8 年1 2 月3 1 日（ 木）まで

利用場所： 村内の登録事業所のみ

登録事業所など、 詳し く は村ホームページを ご確認く ださ い。

【 使用対象と なら ないも の（ 地域振興券の裏面にも 記載有）】

• 不動産や金融商品に関わる支払い　 • たばこ 　 • 地域振興券、 ビール券その他金券類または換金性の高いも の

• 事業活動に伴う 商品仕入などの取引　 • 性風俗関連特殊営業において提供さ れる役務　 • 出資または債務の支払

• 国税、 地方税や電気・ ガス・ 水道料金など　 • 特定の宗教・ 政治団体と 関わるも のや公序良俗に反するも の

• 現金と の換金、 金融機関への預け入れ　 • 交換または売買　 • 電子マネーへの交換またはチャ ージ

• 医療費、 調剤薬、 介護保険などの保険適用に係る一部負担金の支払い

【 使用に当たっ ての留意事項】

• 地域振興券を 利用し た際に発生し たお釣り は返金でき ませんのでご了承く ださ い。

• 地域振興券を 現金と 引換する こ と はでき ません。

• 使用期限が過ぎたも のは利用および返金も でき ませんので期間内でのご使用を お願いし ます。

• 返品による現金化はでき ません。

国の「 物価高騰対応重点支援地方創生
臨時交付金」を活用し た「 地域振興券配布事業」・

「 おこ め券支援事業」を実施し ます

村HP

おこ め券支援事業（ 全国共通おこ めギフ ト 券）

村民1 人当たり おこ めギフ ト 券3 ,0 8 0 円分

（ 1 枚4 4 0 円を 7 枚)

利用期間： 令和8 年9 月3 0 日（ 水）まで

利用場所： 全国のおこ め券取扱店舗

取扱店舗は検索サイ ト から 検索でき ます。

詳し く は村ホームページを ご確認く ださ い。 　

【 使用に当たっ ての留意事項】

• 村外のド ラ ッ グスト アやその他量販店でも 商品券（ 1 枚4 4 0 円）と し て利用でき る店舗があり ますので店頭にて

ご確認く ださ い。

• おこ めギフ ト 券を 利用し た際に発生し たお釣り は返金でき ません。

• おこ めギフ ト 券を 現金と 引換するこ と はでき ません。

• 利用期間が、 地域振興券と 異なり ますのでご注意く ださ い。 利用期間を 過ぎたも のは使用でき ません。

【 村内のおこ めギフ ト 券取扱店】

• グリ ーンなんごう（ 一関）　 • あそ望の郷あじ わい館（ 久石）　 • 物産館自然庵（ 白川）　 • 井手酒店（ 河陽）　 など

おこ めギフ ト 券に関するお問い合わせ専用コ ールセンタ ー　 ℡0 3（ 6 6 3 2 ） 3 7 2 3
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検索サイ ト
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